
「規制改革ホットライン」

規制改革に関する
要望・提案

・事実関係等の確
認、精査
・各省庁、各ＷＧへ
の割振検討 等

国民、企業等 規制改革推進室 所管省庁 ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 規制改革推進会議

・検討要請
（回答期限は原則２週間）

・再検討結果の公表
・所管省庁の再検討
結果の報告

・検討

・検討結果の報告・回答取りまとめ・公
表（注）

・所管省庁の検討
結果を報告

・処理方針の決定

（注） 所管省庁から検討結果の報告があり次第、速やかに内閣府ホームページで、
回答をそのまま掲載するが、更に精査・検討を要すると認められる事項につい
ては、規制改革推進会議（各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ）において対応する旨を付記

資料３－２

・検討・議論 ・答申に反映

・再検討
・再検討結果の報告


	「規制改革ホットライン」

